
児童手当を受給している方は、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するために、
6月中に「現況届」の提出が必要です。受付期間内に現況届の提出がないと6月分以降の手当の振込
みができなくなりますのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送による提出をお願いします。
詳細については郵送される通知書（ピンク色の封筒）または町ホームページにてご確認お願いします。

提出方法： ①こども課窓口（提出用ＢＯＸを設置）
　　　　　②通知書と同封の返信用封筒にて郵送提出（切手代は自己負担となりますので、ご了承ください。）

児童手当　現況届の提出について

【お問い合わせ】こども課　子育て支援係　☎098-945-5311

【お問い合わせ】税務課　町県民税係　☎098-945-4729

　令和４年４月に小学校１年生になるお子様について、
障がいや発達の遅れなどの悩みがある場合、または現在
町立小中学校に在学している児童生徒で、次年度から特
別支援学級などへの入級や特別支援学校への就学をお
考えの場合は、在園（在学）している幼稚園や保育園、学
校へご相談ください（町外の保育園に通っているなどの
場合は下記の窓口までご相談ください）。
　お子様の状況や保護者の意向を確認し、就学先の決
定に向けて学識経験者、学校関係者などの専門家からな
る教育支援委員会の意見をもとに相談・就学手続き（教
育支援）を進めてまいります。
※就学、進級直前に他市町村へ転居する場合も、転居す
るまでは西原町で教育支援の手続きを進めておく必要
がありますのでご注意ください。

近年、管内の火災件数が増加傾向にあります。
毎日が防火デーの気持ちで、火の取扱いに用心し、火
災、災害のない明るく住みよい町づくりにご協力をお願
いします。

令和３年度より、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について、
口座振替第１期支払日に１年分（全期分）を、一括振替(全期前納)でき
るようになります。
令和3年6月30日（水）までに福祉保険課にてお手続きいただけれ

ば、令和３年度より振替できます。ぜひ、ご利用ください。
（申込み方法）
手続きに来られる方の身分証明証と併せて以下の書類をご持参ください。
●既に口座振替手続きが済んでいる方
・国民健康保険証または後期高齢者医療保険証（ピンク）
●新しく口座振替手続きをする方
・国民健康保険証または後期高齢者医療保険証（ピンク）
・通帳と通帳お届け印

町立小学校入学予定のお子様及び
在学中の児童生徒の就学相談

（教育支援）

【集計】東部消防組合消防本部　予防課｠ ☎098-946-5479

東部消防組合管内構成町の
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管内構成町別火災件数

管内構成町過去５年間の火災件数
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町県民税が課税される方
・令和3年1月1日現在、西原町に住所を有する方
・令和3年1月1日現在、西原町に事務所・事業所

などを有する個人で、町内に住所を有しない方
については、均等割のみ課税されます。
町県民税が課税されない方(非課税)
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦または、ひとり親で

前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が下記を下回る方　

28万円×(扶養人数＋1)+10万円＋16.8万円
　※被扶養者がいない場合は38万円以下の方

※収入がなかった場合でも、「収入がなかった」旨
を申告しないと所得証明書などの発行ができな
いことがあります。また、申告をしてから証明
書を発行するまで1週間程度お時間を頂いてお
ります。ご了承ください。

課税内容について、疑問やご不明な点がある場合はお気軽に下記までご相談ください。

【お問い合わせ】
税務課　徴収収納係　☎098-945-4729

【お問い合わせ】福祉保険課
賦課徴収係・後期高齢者医療係　☎098-911-9163

令和3年度(令和2年分)
町県民税申告受付を再開します

令和3年度(令和2年分)
所得証明書などを発行します

悪質滞納者には
差押を執行します
令和2年度　町税滞納処分実績

預貯金差押 

給与差押 

車両差押 

交付要求・参加差押

不動産差押 

合　　　計

３１件
２１件

２件
９件
１件

６４件

税 務 課 か ら の お 知 ら せ

6月1日より

【お問い合わせ】　西原町教育委員会
　　教育部　教育総務課　学務係　☎098-945-5039

受付日時：６月22日（火）・６月24日（木）・６月25日（金）・６月28日（月）　※土日・慰霊の日を除く
　　　　　午前：9：30 ～ 11：30　午後：13：30 ～ 15：30　※今年度は行政区ごとに区分いたしません。
受付場所：町民交流センター会議室（役場庁舎内）

6月初旬頃、受給者の方へ役場からピンク色の封筒で通知書を発送します。内容をよくご確認の上、現況届と必要書
類を同封し、返信用封筒にて提出をお願いします。

特 別 会 場

今までどおり、各期（８期）での口座振替もできます

口座振替の一括支払ができるようになります
まとめて納めると、とても安心だね！

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

納税相談も行っています。
滞納処分を受ける前に
お早目にご相談ください

※ゆうちょ銀行希望の方のみ、直接ゆうちょ窓口にてお手続きお願いします。
　申請書は福祉保険課にて配布しております。

今年度の第1期振替予定日　令和3年7月26日（月）

随時

受付中

相続・遺言の相談は無料です！

司法書士法人

←与那原 中城→

内間交差点小那覇交差点

ローソンココ

サンエー
西原シティ

250m

西原町字内間111-2
TEL.882-9155

お 見 積り調 査 無 料 ! !

台所・浴室・トイレ
水廻りのリフォーム

《西原町給水工事指定店》

水道管取替え工事

お気軽に
お電話下さい。
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